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忽縞冩俐亅薦字更議宥岑 JITCO からのお知らせ 
 
 

パワーハラスメント 

性的な嫌がらせであるセクシャルハラスメント(通称セクハラ)対策は徐々に浸透しつつありますが、最近、職場では性別に
かかわらず起こる嫌がらせとして、パワーハラスメント（通称パワハラ）が問題になっています。 
パワーハラスメントとは、「他者に対して社会的地位・立場を利用し、職務とは直接関係のない、あるいは適切な限度を超

えた嫌がらせの働きかけをし、それを執拗に繰り返すこと」です。 
パワーハラスメント加害者には自覚が乏しいことが多いと言われています。仕事上の「指導」との違いを考える上でのポイ

ントは、①人格攻撃かどうか②上司に相手への嫌悪感があるかどうか③傍若無人（威圧的）な言い方かどうか、などです。 
では、パワーハラスメントに遭った場合どうすべきでしょうか。 
パワーハラスメントを訴えた被害者に対して、社内の内部調査組織が機能せず、被害者の人権が加害者からの報復でかえっ

て悪化する場合もあります。そのような場合は、「都道府県労働局」の相談窓口に相談することをお薦めします。 
いずれにしても、被害者、加害者の当事者同士の口頭のやりとりは証拠が乏しいことがあります。そこで、被害者は、様子

を録音すること以外でも、日記やメモをつけ、その現場を見ていた同僚の人数や名前などを記入しておくことも役に立ちます。
体調をこわした場合に医者にかかれば記録にもなります。 
上司が部下に対して命令したり、部下の失策を叱ったりすることは、本来問題を生じないはずです。しかし、命令や叱責で

あっても、当然ながら、部下の人格や尊厳を傷つけてはならず、そのようなことまで上司に許されているはずはありません。
企業としては、個々の従業員の心のケアをし、上司が部下に対してどのように接するべきかという点についての指導や教育

にも力をいれ、早期に問題を発見して対処することができるような体制作りも求められます。 
またとない研修・技能実習が、パワハラで台無しにならないためにも、意に反する言動には、毅然と対処することが大事です。

 
參幡遁繁 

 
  寞斤來圭中議綜繁伏賑議､來髭氾(没各來髭氾)斤貨屎壓幟化侮秘,音狛、恷除，恬葎窟伏壓垢恬魁侭議、音蛍來
艶議綜繁伏賑議､旋喘幡薦遁減繁(没各參幡遁繁)議⑬℡厮撹葎諒籾。 
  侭僚參幡遁繁，頁旋喘芙氏仇了・羨魁，斤麿繁恂阻嚥岼暦短嗤岷俊購狼，賜頁階狛阻癖輝㍉業議､綜繁伏賑議
強恬，旺峇渣仇紗參嶷鹸序佩」。 
  參幡遁繁議紗墾宀寄謹瓜範葎頁髪窪徭岑吭紛。壓深打嚥垢恬貧議「峺擬」侭音揖圭中議勣泣頁:①頁倦頁繁鯉
好似②貧望斤斤圭頁倦嗤腕具湖③頁倦喘都飛涙繁(儿崙議)議傍三笥賑吉。 
  椎担，泌惚囑欺阻參幡遁繁議秤趨哘乎奕担一椿？ 
  斤噐誘盆阻參幡遁繁議鞭墾宀，泌惚巷望坪議坪何距臥怏岶音軟恬喘，嗤扮､鞭墾宀議繁幡喇噐栖徭紗墾宀議烏
鹸郡遇擬崑具晒。壓宸嶽秤趨和、厘断秀咏肇「脅祇軒⑮斥強蕉」議徂儂完笥序佩徂儂。 
   悳岻，鞭墾宀嚥紗墾宀輝並宀岻寂議笥遊貧議低栖厘吏吏吏髪窪屬象。噐頁，茅阻鞭墾宀斤輝扮秤趨序佩村咄參
翌，現貧晩芝才永芝､芝和心欺緩⑬魁議揖並議繁方才侖兆吉匆載嗤喘。泌惚的撒阻附悶、夸肇俊鞭匳伏寶嵶､匆辛
參撹葎芝村。 
  貧望斤何和佩聞凋綜，峺夭何和払貨議並，云栖音氏恢伏諒籾。徽頁，軸宴頁凋綜才鰍夭，尖侭輝隼音嬬鱒墾何
和議繁鯉才恊冢，宸窃佩葎匆音辛嬬氏誼欺貧望否俯。 
  恬葎二匍，斤耽倖垢恬繁埀序佩伉尖貧議購山，珊哘祥貧望斤何和哘乎泌採俊乾宸匯泣､序佩峺擬才縮圄貧紗參
適薦，旺勣箔嬬校秀羨勝壼窟⑬諒籾紗參侃尖議悶崙。 
  葎阻音斑字氏佃誼議冩俐・室嬬糞楼咀參幡遁繁遇的壯，斤噐離係吭夕議冱佩，吼隼紗參哘斤匆載嶷勣。 
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「研修生向け処遇通知書」と「労働条件通知書（技能実習生用）」 

日本へ技能等を学びに来られた研修生・技能実習生の皆さんが、研修・技能実習を適正かつ円滑に実施する上で、研修中の

処遇条件や技能実習中の労働条件、さらにはトラブルの原因となりそうな事項について、あらかじめ受入れ機関と研修生・技

能実習生との間で書面で明確にしておくことは、とても重要なことです。 

今回は、受入れ機関と研修生・技能実習生との間の権利・義務関係を明確にする際に用いられる「研修生向け処遇通知書」

と「労働条件通知書（技能実習生用）」について解説します。 

 

1．「研修生向け処遇通知書」 

JITCO では、受入れ機関は、研修生の入国直後に、研修計画の通知と研修手当の適正な支払い確保を図るため、研修生に「研

修生向け処遇通知書」を交付するという方針を示しています。また、この書類は正副 2通作成し、正本は研修生、副本は受入

れ団体がそれぞれ保管することになっています。 

また JITCO では、入国後まもない研修生であっても内容が理解できるように、母国語が併記してあるものが望ましいと案内

しており、日本語・中国語・英語・インドネシア語・ベトナム語版の研修生向け処遇通知書の書式を用意しています。 

書式では、次の事項が網羅されています。 

①研修期間  ②研修実施日及び研修時間（研修の時間帯も明示）  ③実務研修内容  ④研修手当（食費を含む月額）

⑤研修手当支給日（毎月一定期日に支給）  ⑥宿舎（受入れ機関が無償で提供）  ⑦帰国旅費（研修生が研修を終了し




